
平成２９年９月２５日 

 

保護者の皆様へ 

 

岡山県立西大寺高等学校長 

 

 

北朝鮮による弾道ミサイル発射に伴う生徒の安全確保について 

 

 保護者の皆様におかれましては、平素より本校教育の方針を理解いただき、様々な面で支

援いただいておりますことに、御礼申し上げます。 

 現在、北朝鮮情勢に関して、弾道ミサイルが発射された場合の対応について文部科学省初

等中等教育局健康教育・食育課から、学校現場における対応についての通知がありました。 

つきましては、生徒の安全確保のため、次の対応をすることになりますので、よろしくお

願いします。 

 

記 

 

1 弾道ミサイルが飛来した場合の臨時休業等の対応については次のとおりになります。  

(1) 弾道ミサイルが日本の領土・領海に落下した場合 

本県への影響の有無に関わらず、安全が確認されるまで臨時休業となります。 

※安全の確認については県教育委員会が行い、学校に連絡があります。 

※既に登校している生徒については学校に待機し、県教育委員会からの連絡   

を待ちます。 

 (2)本県おいて Jアラートが作動した場合(1)の場合を除く 

   登校前の場合は自宅待機とし、登下校中または学校等で活動している場合 

   は、避難行動をとり Jアラートを通じて「日本の領土・領空の上空を通過し 

た」または「日本の領海外の海域に落下した」旨の情報が伝達されるまで自 

宅待機や避難行動を継続する。 

    

 【避難行動】 

○ 屋外にいる場合 

・近くの建物(頑丈な建物が望ましい)の中や、地下に避難する。 

・物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る。 

○ 屋内にいる場合 

・窓から離れるか、窓のない部屋に移動する。 


